
2022年 4月 1日制定

2024年 4月 1日改正

アンテナ技研株式会社

調達請求部門 検査部門 発注部門 支払部門 仕入先

開発部(課長) 品質保証課 調達総務部(調達課) 調達総務部(総務課) 業者

見積依頼書作成 ※図面・仕様書

購入伺い(課長) ※相見積が取れない場合「選定理由書」必要

購入承認(課長) 見積依頼(担当) 見積書作成

※見積価格が想定よりも高い場合

発注確認(課長) 見積書確認(担当)

※100万円を超える場合は社長確認

発注書発行(担当) 受注

発注の承認(課長)

納品書(業者→担当) 商品納入

受領書受領印 ※現品照合確認後

支払手続き

稼働 受入検査 検収(検査合格品)※ 請求書(業者→担当) 入金

支払決裁(部長)

※月末締め翌月末払い

＜特殊な役務の検収について＞

＊特殊な役務：データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作成、機器の保守・点検など

※データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作成など：通常どおりの検収を実施する。

※機器の保守・点検など：総務課担当者立会いのもと作業を実施する。

※新規品は原則として
複数社より取得

公的研究費等における物品購入フロー


